
市報あまがさき表紙及び特集記事デザイン等作成業務 （令和8年1月22日回答）

番号 項目 回 答

1 募集要項7-(4)
本文に記載の「原本1部と副本9部の合計10部」でご提出
ください。

2 募集要項7-(4)

ア～コそれぞれの箇所の最初のページに付箋等を付けて
いただくことを想定しています。また、ア～コ一式が提
出書類ですので、一式を原本1部と副本9部ご提出くださ
い。

3
提案競技課題
2ページ目

市報あまがさきのロゴの黒色部分を白抜きにする扱いは
不可とします。
また、「市章」「市報」「あまがさき」の3つをそれぞれ
配置変更することは可とします。

4 提案競技課題

あまっこを新たに描き下ろして紙面に掲載することは不
可とします。
なお、ホームページ上の図版データをダウンロードして
使用することは可能ですが、使用する場合は次のURLから
ガイドラインを確認の上、使用申込書にてお申し込みく
ださい。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1001823/
1002090/1006955.html

5
募集要項

７(1)イ(イ)

企画提案書のページ数に制限はありません。
また、スケジュール案の提示については、通常号に加え
て、長期休暇などでタイトなスケジュールになる6月号作
成時・1月号作成時・2月号作成時・3月号作成時の5パ
ターンをお示しください。

6
募集要項
７(1)エ

見積書の枚数に制限はありません。

7
仕様書

６(1)③④

取材は広報課で実施し、素材（テキスト原案や写真）を
提供します。プロのカメラマンの撮影は原則1回のみを想
定していますが、複数回依頼する場合もあります。プロ
のカメラマンによる撮影がある場合のみ、取材に同行い
ただきます。

8 提案競技課題

市制110周年のロゴマークは、令和8年度のみの掲載であ
るため、今回の提案競技課題の提出に当たっては「ひと
咲き まち咲き あまがさきロゴマーク」を使用してくだ
さい。

提出書類について
「市報（1回発行あたりの積算内訳）」「旧ウォー
ターニュース（1回発行あたりの積算内訳）」「市報
と旧ウォーターニュースを合わせたもの（期間内合
計）」の3種類の見積書を作成しようと考えている
が、見積書の枚数に制限はあるか。

提出書類について
企画提案書のページ数に制限はあるか。
また、「打ち合わせ手法も含めた具体的な実施スケ
ジュール案を提示すること」とあるが、期間内（令
和8年5月号～令和9年4月号）のすべてのスケジュー
ル案を提示するということで相違ないか。

提案競技課題について
紙面上に新たに描き下ろした「あまっこ」を掲載す
ることは可能か。
また、HP上の図版データをダウンロードし使用する
ことは可能か。

仕様書について
1号あたりの取材日数（回数）は何日（何回）ぐらい
であるか。

市報あまがさき令和8年（2026年）1月号より「ひと
咲き まち咲き あまがさきロゴマーク」が“つなぐ
つながる うごきだす”の市制110周年ロゴに変更さ
れているが、差し替える必要はあるか。

提案競技課題について
表紙の種別ごとの変更の可否について、表紙の市報
あまがさきロゴを黒を白にしての白抜き扱いも不可
か。
また配置変更可とあるが、市章・市報・あまがさき
の3つをそれぞれ別に配置変更可能か。
（令和5年6月号の配置から令和8年1月号のように市
章と市報の位置等を変更）

質  　 問 　・　回　　答　  書

案件名称

質 問 事 項

提出資料について
「インデックスを付けた上で」とはどのような提出
形式を想定しているか
また、「ア〜コ」の書類はそれぞれ何部ずつ必要
か。すべて別個の書類として提出すればよいか。

提出部数について
募集要項4ページ（4）提出部数について 本文に「原
本1部と副本9部の合計10部」とあるが、注釈（※）
には「副本については原本を写しとして10部」との
記載がある。正しい提出部数は、「原本1部＋副本9
部（計10部）」「原本1部＋副本10部（計11部）」の
いずれか。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1001823/


番号 項目 回 答

9 提案競技課題
置き換える必要はありません。提案競技課題の原稿通り
の数値を記載してください。

10 仕様書 お見込みの通りです。

11
仕様書
６(2)

テキストについては、本市から提供するテキスト原稿を
原案として、必要に応じてリライトしていただきます。
撮影は委託内容に含まれません。

　 以　上　　　

仕様書について
ウォーターニュースについて、「本市から提供する
テキスト原稿・画像」と記載があるが、取材や撮
影・ライティング等も発生しないという認識で間違
いないか。

課題原稿の令和5年6月号をベースに令和8年用に紙面
リニューアルする際、たとえば削減目標593㎏などの
数値を3年経過後の数値に変更する必要はあるか。

仕様書について
市報表紙・市報特集・ウォーターニュース以外の
ページは受託者は携わらないという認識で間違いな
いか。

質 問 事 項


